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  授　　　業  
１　学期制（セメスター制）

本学では１年間を前学期と後学期の２学期に分け，それぞれの学期の中で各学期配当科目の授業・試験・成績評

価を行います。したがって各学期の最終評価が不合格となった科目を履修する場合は，翌年度に再度履修し，授業

を受講することになります。

２　授業時間

本学の授業は，90分を１時限として行います。なお，授業の時間区分は次のとおりです。

時限 １時限 ２時限 昼休み ３時限 ４時限 ５時限 ６時限

時間
（90分間）

９：00
～

10：30

10：40
～

12：10

12：10
～

13：00

13：00
～

14：30

14：40
～

16：10

16：20
～

17：50

18：00
～

19：30

※短期間に行う集中授業及び隔週で行う授業もあります。

３　出席の重要性

授業は，教員と学生が直接人間的なふれあいを通して学問する場であり，学生生活の基本となるものです。また，

単位制の基本となる授業時間について定めがあるように，出席状況は成績評価の重要な要素になります。なお，授

業を３分の１以上欠席した場合は，定期試験等を受験しても単位を修得できない場合があります。

４　欠席届

授業をやむを得ない事由で欠席する場合または欠席した場合は，教務課窓口に置いてある「欠席届」に必要事項

を記入の上，授業担当者に直接提出してください。

なお，学校保健法に規定された伝染病による欠席届は，専用の様式があります。詳細は，p.50の「健康管理」を

参照してください。

５　休講

休講の場合は事前に掲示により伝達します。休講の掲示がなく，30分経過しても授業が開始されない場合は，関

係窓口で確認してください（休講情報は，学生ポータルサイトでも確認できます）。

６　緊急時における授業の休講措置

　　ストライキ，天災（台風，地震，大雪等），事故等により交通機関が不通の場合，気象庁から暴風等の警報又は

特別警報が発令された場合及び大規模地震の警戒宣言が発令された場合は，休講措置を講じます。詳細については，

学生ポータルサイト（学生生活ハンドブック−緊急時における授業の休講措置）で確認してください。

７　補講

授業時間数がやむを得ない事情により不足した場合には，補講授業を実施することがあります。この場合，授業

担当者が指示するほか，学生ポータルサイト・掲示により伝達します。

８　学生による授業評価

本学では授業を改善するために，「学生による授業評価」を実施しています。より良い授業を行うことは授業担

当者の責務ですが，内容がきちんと受講生に伝わっているか，理解されているか，あるいは「わかりやすいか」を

把握（測定）するためには授業評価を実施して受講生の声を集める必要があります。また，大学全体の授業と比較

して自分の授業がどうであるかを把握するためにも授業評価は有効です。より良い授業は，授業担当者と受講生が

協力して創り上げるものであるため，授業評価の実施に協力してください。
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